
未成年を狙ったトラブルに注意！未成年を狙ったトラブルに注意！
インターネットを利用する際は家族でルールを決めましょうインターネットを利用する際は家族でルールを決めましょう

【問い合わせ】消費生活センター（産業政策課内 ☎287- 0858）

免
除･

納
付
猶
予
制
度
▼
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
ご
本
人
か
ら
の

申
請
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
納
付
猶
予
ま
た
は
全
額
、
も
し
く
は
一
部
が
免
除
に

な
る
制
度
で
す
。次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、特
例
免
除
を
申
請
で
き
ま
す
。

①
退
職（
失
業
等
）に
よ
り
納
付
が
困
難
な
方
…
申
請
者
本
人
、
世
帯
主
ま
た
は
配
偶

者
の
い
ず
れ
か
が
退
職（
失
業
等
）し
た
方
で
、
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
や
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
の
写
し
な
ど
、
失
業
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
方
…
収
入
が
減
少

し
、
所
得
が
相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
方
で
、
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
所
得

の
申
立
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

学
生
の
皆
さ
ん
へ
▼
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
を
猶
予

す
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
利
用
で
き
ま
す
。
申
請
を
希
望
す

る
方
は
、
有
効
期
限
の
記
載
の
あ
る
学
生
証（
写
し
）ま
た
は
在
学

証
明
書(

原
本)

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
令
和
３
年
度
に
お

い
て
こ
の
制
度
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
令
和
４
年
度
も
引
き
続
き
同
じ
学
校
へ
在
学
予
定
の
方

に
は
、は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

は
が
き
で
の
申
請
の
場
合
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
は
添
付

不
要
で
す
。

過
去
の
分
の
免
除
申
請
は
▼
申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
※
申
請
書
等
は
、
年
金
事
務

所
、
保
険
課
医
療
保
険
担
当
窓
口（
役
場
行
政
棟
１
階
）に
備
え
付

け
て
あ
る
ほ
か
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除
▼
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

申
し
込
み･
問
い
合
わ
せ
▼
水
戸
北
年
金
事
務
所（
☎
231
局
２
２
８
３
）、

保
険
課
医
療
保
険
担
当（
☎
282
局
１
７
１
１ 

内
線
１
１
３
３
）

国
民
年
金

だ

よ

り

　
　
　
　

◎令和４年度の国民年金保険料の額は、１万6,590円／月です
　役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めること
はできません。金融機関やコンビニエンスストアをご利用ください。

　お子さんの進学･進級を機に、“スマホデビュー”
を考えている家庭は多いかと思います。しかし、
インターネットを利用することで、自分の子ども
がトラブルに巻き込まれないかと不安に感じる方
もいるのではないでしょうか。インターネットは
いつでも誰とでもつながることができるため、経
験が乏しい子どもたちがトラブル
に巻き込まれることがあります。
この機会にぜひ、家族みんなで
インターネットの利用の仕方を考
えてみましょう。

事例①…フリマアプリでトレーディングカードを購
入したが、商品が届かない。

事例②…子どもが誤ってアクセスしたアダルトサ
イトから料金を請求され、支払ってしまった。

事例③…「１回だけのお試し」のつもりで化粧品を
注文したところ、定期購入が条件だった。

トラブル事例！

事例④…子どもが親の承諾を得ずに、クレジットカー
ドを使ってオンラインゲームのアイテムを購入して
いた。

事例⑤…ＳＮＳで知り合った人から、内容が分からな
い高額アルバイトを紹介された。

▽家族で、インターネットを利用するときのルールを
話し合いましょう。

▽お子さんのインターネットの利用状況を把握し、ク
レジットカード等の管理をしっかりしましょう。

▽通信販売には、クーリング･オフ制度がないので、
購入する際は注意しましょう。

▽商品が届かなかったり、事業者と連絡が取れなく
なったりといった被害を防止するため、前払いは避
けましょう。

▽子どもに携帯電話やスマートフォン、タブレット端
末等を持たせるときは、「フィルタリング」を掛けま
しょう。

ト ラ ブ ル を 防 ぐ に は …
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